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草加市立病院本館アクティブフィルター更新工事特記仕様書

１　適用基準

民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に適合した工事共通仕様書
（平成３１年版）電気設備工事編：第１編のみ
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成３１年版）
電気設備工事編：第２編以降
公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成３１年版）
電気設備工事監理指針　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築設備設計・施工上の運用指針　日本建築設備・昇降機センター

JIS T1022（病院電気設備の安全基準）最新版
東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針（２００３年版）

２　工事種目および工事区分
（１）
工事種目

（３）
設計用震度 設計用震度の算出方法

該当建物 設計用震度の算出方法
(　　  　)棟 局部震度法 建築物の時刻歴応答解析の結果を用いる方法

地上60mを超える建物 免震構造
制震構造 その他(　　　　　　　)

(　　  　)棟 局部震度法 建築物の時刻歴応答解析の結果を用いる方法
地上60mを超える建物 免震構造
制震構造 その他(　　　　　　　)

(　　 　 )棟 局部震度法 建築物の時刻歴応答解析の結果を用いる方法
地上60mを超える建物 免震構造
制震構造 その他(　　　　　　　)

(ｂ)を適用 (ｄ)を適用

設計用水平震度および設計用鉛直震度（局部震度法）

局部震度法を適用する設備の設計用水平震度（Ks）は以下とする。
設計用鉛直震度はKsの1/2とした値とする。
設置場所 耐震クラスS機器種別 耐震クラスA 耐震クラスB

機器
防振設置機器

水槽類

2.0
2.0
2.0

1.5
2.0
1.5

1.0
1.5
1.0

上層階
屋上および

塔屋

中間階
機器

防振設置機器
水槽類

1.5
1.5
1.5

1.0
1.5
1.0

0.6
1.0
0.6

および
機器

防振設置機器
水槽類

1.0
1.0
1.5

0.6
1.0
1.0

0.4
0.6
0.6

１階

地下階

階の定義

設計用水平震度および設計用鉛直震度（時刻歴応答解析）

建築物の時刻歴応答解析の結果を用いる方法を適用する設備の設計用水平
震度(Ks)は以下とする。
設計用鉛直震度は特記なき場合はKsの1/2とした値とする。
設置場所 耐震クラスS機器種別 耐震クラスA 耐震クラスB

機器
防振設置機器

水槽類

屋上および
塔屋

上層階 機器
防振設置機器

水槽類
機器

防振設置機器
水槽類

(　　 階～　　　
　　　　　　　階)

機器
防振設置機器

水槽類
機器

防振設置機器
水槽類

中間階

中間階

１階および
地下階

（４）
その他 軽量機器の耐震

100kg以下の軽量な機器においても耐震処置を行う。ただし、監理者の承認
を得た場合はこの限りではない。

５　見本施工

見本施工範囲は下記とする。
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

見本施工に設置するものは、総合図に明記するすべてのものとする。

見本施工に使用したものを再利用し、本体工事に再設置しない。

特記仕様書の適用について

（２０１９年版）

受変電設備工事
特別高圧受変電設備
高圧受変電（変電）設備

非常用発電設備
常用発電設備
燃料電池発電設備
太陽光発電設備
風力発電設備

直流電源設備
交流無停電電源（ＵＰＳ）設備

発電設備工事

電力貯蔵設備工事

中央監視（電力監視）制御設備工事
動力設備工事

動力幹線設備
動力分岐設備

電灯設備工事
電灯幹線設備
電灯分岐設備
照明器具設備

コンセント分岐設備
電熱設備工事
雷保護設備工事
航空障害灯設備工事
緊急救助用照明設備工事
ヘリポート照明設備工事
構内情報通信網設備工事
構内交換設備工事

電話配管配線設備
構内交換設備

情報表示設備工事
情報表示設備
出退表示設備
時刻表示設備

映像・音響設備工事
拡声設備工事

音声誘導設備
インターホン設備

誘導支援設備工事

トイレ等呼出設備
テレビ共同受信設備工事
テレビ電波障害防除設備工事
ナースコール設備工事
監視カメラ設備工事
駐車場管制設備工事

防犯・入退室管理設備工事
防犯設備
入退室管理設備

火災報知設備工事
自動火災報知設備
自動閉鎖設備

無線通信補助設備工事
舞台照明設備工事
舞台音響設備工事
構内配電線路設備工事

電力引込設備
外灯設備
その他電力設備

構内通信線路設備工事
電話引込設備
その他通信設備

見積書の項目順序は、工事種目順とする。

見積要綱等で別途指示がない場合には、本特記仕様書における２工事種目
および工事区分の（１）に沿って、見積を作成すること。

（２）
見積区分

特別高圧受変電設備と高圧受変電設備の区分は、特別高圧変圧器二次側
高圧フィーダー盤までを特別高圧受変電設備に含める。
接地極及び接地端子盤までの接地配線は、受変電設備に含める。

共用接地配線からの分岐は、動力は動力幹線設備、電灯は電灯幹線設備

動力制御盤は動力分岐設備に含み、電灯分電盤は電灯分岐設備に含める。
電力用ケーブルラックは、専用の場合はそれぞれ該当する設備に含むが、

通信端子盤及び通信用ケーブルラックは、専用の場合はそれぞれ該当する
設備に含むが、通信・電話共用の場合は電話配管配線設備に含める。
電力引込設備の範囲は受変電設備への接続までとする。
機械設備工事及び建築工事との工事区分は、共通特記仕様書等によるほか、
図示による。

３　耐震措置

機器、配管、ダクト等は耐震処理とし堅固に据付け、取り付けまたは支持を行う。
（１）
一般事項

耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐
震設計・施工指針２０１４年版（一般財団法人日本建築センター）」、
「非構造部材の耐震設計指針・同解説による耐震設計・施工要領（日本
建築学会）」「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房
官庁営繕部監修）平成８年版」による。

（２）
耐震
グレードの
設定

建物別の耐震グレード
一般の施設
特定の施設
特に重要な施設

（　　　　　　）棟
（　　　　　　）棟
（　　　　　　）棟

４　塩害対策

屋外に設置される盤および部材は防錆用下地処理を施した後、エポキシ系
塗料またはウレタン樹脂系塗料にて100μｍ以上の塗装膜厚を確保する。
尚、防錆処理については上記と同等以上の品質が確保される場合は、
その他の方法でもよい。

ステンレス製の金属部材に使用するボルト、ナット、座金等は、ステンレス製
を用いる。

溶融亜鉛めっきを施した金属部材に使用するボルト、ナット、座金等は、
溶融亜鉛めっきを施したものとする。

第１編　一般共通事項

第１章　一般事項

第１節　総則
1.1.6
設計図書等
の取扱い

図面に記載された能力、機能等は表記された内容以上の性能を有するもの
とする。

1.1.7
別契約の
関連工事

別契約工事において、施工上密接に関連する工事については、監理者の調整
に協力し、当該工事関係者と共に工事全体の円滑な施工に務める。

支給する材料及び機器は下記とする。

発注者直接工事は下記とする。

工事種目 発注先施工時期施工場所品名

補助金対象工事は下記とする。
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

補助金の申請に関わる書類作成（竣工後の報告書作成を含む）について、
作成および協力の業務は本工事に含むものとする。

1.1.13
関係法令等
の遵守

建築基準法、消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、
興業場法、高圧ガス保安法、建築物省エネ法、火災予防条例などの各種
法令、各種条例などに準拠し、施工すること。これら該当する法令、条例など
についてまとめ（調査、整理）監理者に提出する。

第２節　工事関係図書

1.2.3
施工図等

免震層及び屋上には、メンテナンスルート及び非免震部材との離隔を

施工図等は、防火区画，防煙区画・防火上主要な間仕切り，延焼ライン等

電気室、発電機室などは、3DCAD等を用いて、性能・メンテナンス上、

免震層は、3DCAD等を用いて、性能・メンテナンス上、問題がないことを

確認・図示する。

を明記する。

問題がないことを確認する。

確認する。

【追加】

【追加】

【追加】

【追加】

【追加】

【追加】

工事種目 品名 数量 品質(規格及び性能) 引渡場所 引渡時期

照明配置は点滅区分図、色温度区分図、照明器具種別(写真付)図、

放送区分図、防犯エリア図を作成し、監理者の確認を受ける。
監視カメラの映像範囲図を作成し、監理者の確認を受ける。

第４節　機器および材料

1.4.1
環境への
配慮

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に
定めるところにより、極力環境負荷を低減できる材料を選択し、その
リストを監理者に提出し協議する。

1.4.2
機材の
品質等

各機器の選定においては、施工図等に基づいた各種計算書の再計算を行い、
監理者の承認を受けること。

特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、発電設備、直流電源装置、無停

騒音に対する伝搬騒音計算書により確認する。
電電源装置等は、防振装置の選定に当たっては防振材選定計算書，許容

【追加】

【追加】
変圧器容量計算書 高調波電流計算書
発電機容量計算書 幹線容量計算書
照度計算書、照度分布図 テレビ出力レベル計算書
蓄電池容量計算書 増幅器容量計算書
過電流保護協調計算書 地絡保護協調計算書
避雷針風圧強度計算書 コンデンサ容量計算書
ケーブルラック計算書

各システムで使用する同一機器がある場合は、将来のメンテナンスを考慮し、
極力同一製造業者とする。
天井、壁に設置する、照明器具、配線器具、弱電機器等のサンプル品を提出
し、仕様、色味等の確認を行うこと。
資機材の選定は、製造業者の同等新製品への移行時期を確認の上、同等
性能以上の最新機器を納入する。

その他監理者が要求する施工図等を作成する。

照度分布図を作成し、監理者の確認を受ける。

保有水平耐力比（値は共通概要書参照）

算出時に耐震クラスＡ以上とする。

対象機器
一般の施設 特定の施設 特に重要な施設

重要機器

耐震グレード

クラスＡ
クラスＳ

クラスＡ
クラスＳ

クラスＡ
クラスＳ

クラスＢ
クラスＡ

クラスＢ
クラスＡ
クラスＳ

クラスＢ
クラスＡ
クラスＳ一般機器

　　重要機器は以下の機器とする。

保有水平耐力比が1.3以上となる場合、以下（３）における設計用震度

設計図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、共仕および標仕による。
特記仕様書の章、節、項番号及び表番号は、追加の場合を除き共仕および標仕の当該番号とする。
特記仕様書の以下の表記は、次による。
　【読替】：共仕、標仕の当該章、節、項の規定を特記の規定に読み替える。
　【追加】：共仕、標仕の章、節、項の規定に新たに章、節、項を追加する。
特記事項の内、選択肢のあるものは、●の付いたものを適用し、○印は適用しない。

配電盤（受変電設備機器含む）
発電装置
ＵＰＳ装置
直流電源装置
動力制御盤，分電盤
電話交換機
火災報知受信機
各種監視装置（中央監視、ＥＬＶ監視、ＩＴＶ監視等）
防災アンプ
１９インチラック（情報用）
燃料小出槽
冷却水槽

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

６　建築物省エネルギー消費性能適合性判定

「省エネ適合判定」は、下記による。
標準入力法 モデル建物法

「省エネ適合判定」の計画書・添付図書に記載されたメーカー定格能力、
台数仕様を変更する場合、受注者は変更該当部分の１次エネルギー消費量
および計算書等を作成し、基準値以内にあることを確認の上、監理者へ提出
する。なお、第三者認証（日本工業規格（JIS）など）による確認を受けられない
機材を選定する場合は、メーカーの自己適合宣言書などをもとに書類作成し、
監理者へ提出する。

受注者は、「省エネ基準工事監理報告書」に記載されている事項について、
資料を準備し、監理者へ提出する。（施工写真，施工図，施工計画書，
検査記録書，製品ラベル，自主検査記録書，納入仕様書，品質証明書等）

国土交通大臣による認定

天井取付器具の耐震補強
軽量鉄骨天井下地における耐震性を考慮した補強としては、照明器具及び
大型設備機器は天井下地から吊らず、別の骨組みを組んで躯体から直接
吊る。
システム天井における耐震性を考慮した補強として照明器具は、Ｔバー頭部
の取付金具に載せ架け、かつバネ，ビスによる浮き上がり防止、又はワイヤー
２本により吊りボルトに取り付ける等の落下防止を行う。
重量の大きい器具は専用の吊りボルトで直吊りする。
設備プレートは、設備ゾーンのＴバーに載せ架け、かつ金具をＴバーに引っ掛け、
紐でつなぐ等の落下防止を行う。

耐震施工
横引き配管等の耐震措置は、共仕に基づき施工計画書を作成し、係員の
承認を得る。

停電時に電源供給する負荷がある場合、各部屋毎に供給する負荷毎のリスト
を作成し、監理者に提出の上、確認を受ける。

（ａ）

（ｂ）

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｅ）

（ｆ）
（ｇ）

（平成３１年版）

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｅ）

（ｇ）

（ｈ）

（ｊ）

接地端子盤以降の共用接地配線がある場合は、電灯幹線設備に含める。（ｄ）

（ｆ）

（ｉ）

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ａ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｅ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

（ｂ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｂ）

（ｃ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

（ｂ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｄ）

（ｄ）

（ｅ）

（ｅ）

（ｅ）

（ｆ）

（ｆ）
（ｇ）
（ｈ）

本工事においては公共建築協会編集･発行の「民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に適合した
工事共通仕様書 平成28年版」（以下 共仕という）を用いる。２章以降は、国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 平成３１年版」(以下 標仕という)による。

耐震計算書

共用の場合は電灯幹線設備に含める。

海岸より２km以内に設置する電気設備機器には下記対策を施す。

改修、撤去の項目順序も工事種目順とする。
一般管理費、現場管理費、共通仮設費は、別項目として計上する。
一括発注時の現場雑費は、各設備項目内に計上せずに、別計上として計上する。

クラスＳ

クラス区分

に含める。直接構造体接続の場合も同様とする。

ガス漏れ火災警報設備
非常警報設備工事

小水力発電設備

照明制御設備

電気自動車用充電設備工事

（ｂ）
1.2 1.0 0.9 0.8 0.7

階の定義は以下とする。
建築階数

2～6

建築階数

最上階

7～9 上層2階

上層3階

上層4階

10～12

13～

中間階

地下1階
1階

上層階

階の区分けは階高さの中間とする。
床面設置の機器はその階の値を、天井面

平屋建ての屋根は上層階とする。
を除く
各階

・天井内設置の機器・配管ケーブルラッ
クなどはその上の階の値を使用する。

備　考

（ｆ）
免震建築物のクリアランスは、地震時に免震部分と非免震部分とが衝突しない
ように設ける空間で、躯体相互だけではなく、躯体と仕上げや外構の隙間、
躯体と設備との隙間にも同じ数値を適用する。
クリアランス値は共通設計概要書参照のこと。

(　　 階～　　　
　　　　　　　階)

(　　 階～　　　
　　　　　　　階)

地域係数 Ｚ

免震建築物のクリアランス



機器名 備考
高低圧配電盤
動力盤・分電盤

発　電　機

機器取付高さは、図面に特記なき場合は、下記による。
但し、これによりがたい場合には監理者と協議する。

共通 地上－窓中心 1,800～2,000

（上端1,900以下）

名　　　称 測点 取付高　（mm）
取引用計器

1,800～2,200
1,500

地上－中心
床上－中心

引込開閉器
分電盤

電灯 床上－中心 1,300スイッチ
1,100スイッチ（身体障害者用）
300コンセント（一般）
150コンセント（和室）

台上－中心 150～200コンセント（台上）
800～1,000コンセント（厨房）

1,300コンセント（車庫）
500～1,000コンセント（機械室）

ＧＬ－中心 500以上コンセント（屋外）
2,100～2,300ブラケット（一般）
2,000～2,500ブラケット（踊場）

鏡上端－中心 150ブラケット（鏡上）

床上－中心
床上－中心
床上－中心

床上－中心
床上－中心
床上－中心

床上－中心
床上－中心

動力 床上－中心 1,500壁掛形制御盤
（上端1,900以下）

1,500開閉器箱
1,300操作スイッチ

床上－中心
床上－中心

電話 床上－下端 300端子盤（室内）
200集合保安器箱
300壁付アウトレット（一般）
150壁付アウトレット（踊場）

天井下－上端
床上－中心
床上－中心

時計・拡声 床上－中心 1,500壁掛形親時計
（上端1,900以下）

天井高×0.9子時計

1,300壁付アッテネーター

床上－中心

床上－中心
天井高×0.9壁掛形スピーカー 床上－中心

表示 床上－中心 天井高×0.9表示盤
1,300壁付発信器
2,300ベル・ブザー・チャイム
1,300壁付押しボタン（一般）

床上－中心
床上－中心
床上－中心

インターホン 1,300壁付インターホン
1,100壁付インターホン(身体障害者)
300壁付アウトレット（一般）
150壁付アウツレット（和室）

床上－中心
床上－中心

1,100壁付押しボタン(身体障害者便所) 床上－中心

テレビ 天井下－上端 200機器収容箱
300テレビ端子（一般）
150テレビ端子（和室）

床上－中心
床上－中心

火災報知 床上－中心 800－1,500受信機・副受信機
800－1,500機器収容箱
800－1,500発信機

2,300ベル
2,100表示灯
300液化石油ガス用検知器

床上－中心
床上－中心
床上－中心

床上－上端

共同受信

床上－中心

長さ１ｍ以上の通線を行わない配管には、導入線（1.2ｍｍ以上の樹脂

機械室、電気室等不特定多数の者の出入りしない場所以外に敷設する

被覆線等）を挿入する。

側面及び下部面を耐火ボード等により遮蔽する。(東京消防庁管内のみ)
二重天井内のケーブルを集中して束ねる場合は、許容電流について
必要な補正を行い、配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる。

1.4.4
機材の
検査等

（ａ）電気設備場外立会検査試験の対象は下記とする。

（ｂ）場外立会検査試験　共通事項は下記とする。
場外立会検査にあたり、試験内容は監理者との協議による。
設計変更等により、監理者が騒音、振動や性能機能上、場外立会検査が

設計監理者、発注者が、場外検査および場外試験の立会に要する交通費，

必要と判断した場合、協議の上、上記以外の項目についても場外立会検査
を行う。

宿泊費等の実費は受注者負担とする。

第５節　施工
1.5.1
施工

第６節　工事、検査

工事、検査

1.7.1

【追加】

【追加】

【追加】

（ａ）関係官庁その他、中間、竣工完成に関わる検査は、受注者がその責任において
行う。監理者の立会が必要な場合は連絡する。

第７節　完成図等

【追加】

（ａ）竣工後のデータ収集
建物引渡後2年間の使用エネルギーデータ（毎月使用電力量）をまとめ

（ａ）足場桟橋類
建築工事請負者が定置したものは無償で使用できる。
本工事ですべて設置する。

（ｂ）工事用仮設物
構内に設置することが できる できない

（ｃ）残土処分
構内指示の場所に敷きならしとする。
構外搬出とし、搬出処理費は本工事とする。

（ｄ）塗装工事
屋内、屋外の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等放散量の極力
少ないものを選定し、ＪＩＳ等の材料規格において放散量の規格があ
る場合はＦ☆☆☆☆とする。

屋外の露出管路
地下部分のトレンチ内配管、ケーブルラックは溶融亜鉛メッキ
諸機械室、ＥＰＳ以外の露出配管

電気室、発電機室、通信機械室の露出配管

各設備の施工後の測定を行う。

おける接地抵抗測定（電圧降下法による）

（ｂ）医用接地の接地抵抗測定（電圧降下法による）

測定時期（                           　　　　　　　　　　　　  ）
測定回数（　　　回）

接地極完成時 建物完成時

測定箇所（                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）指定する箇所　　箇所
（ｃ）照　度 一般照明は主要室

非常用照明は全室
（ｄ）発電機 騒音測定　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）機側１ｍ、排気口１ｍ、敷地境界
（ｅ）音　響 検査対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
検査項目 遮音性能 室内音響特性

設備騒音測定 電気音響設備動作試験
（ｆ）電磁シールド

検査対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（ｇ）その他

1.5.4
施工の検査

【追加】
に伴う試験

分電盤、動力制御盤、端子盤などの二次側以降の配線経路、電線太さ、
電線本数、管径などは、監理者の承認を受けて変更できる。

（ｅ）電線・ケーブル

（ｆ）躯体埋込配管
躯体埋込配管は、建築工事の鉄筋コンクリート構造基準図、および躯体内
埋込配管等の補強及び配管要領による。

（ｇ）地中配線
全ての地中埋設管路には、埋設シートを設けること。

（ｋ）機器取付高さ

（ｈ）接地極
接地極は、図中特記なきは下記による。
接地極ごとに水切端子を２個設置する。

接地極の規格・数量
共用接地 EA,D 10Ω以下 EB(14φ)×３連－２組　以上

接地抵抗記号接地の種類

共用接地 E

Ω以下
Ａ種接地 E 10Ω以下
Ｂ種接地 E
Ｃ種接地
Ｄ種接地 EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上
高圧避雷器用
交換装置用

EAt通信用（10Ω）
EDt通信用（100Ω）
ELt

100Ω以下
電話引込口の保安器用
測定用

（ｉ）サージ保護装置（ＳＰＤ）
下記の機器およびその電源部には、ＳＰＤを設置する。

電力監視装置および中央監視装置
自動火災報知設備受信機
防災アンプ
エレベーター監視盤
ＩＴＶ監視装置
防犯機器、入退室管理機器
照明制御盤
屋外設置の動力制御盤、電灯分電盤、端子盤
屋外線路に接続される動力制御盤、電灯分電盤、端子盤
その他設計図による

（ｊ）大地の抵抗率の測定
要 不要

（ｌ）申請費用等
竣工引渡しまでに必要な諸費用のうち、次のものは本工事として見込む。
諸官庁などの申請費用（防災センター評価または防災設備に係わる
システム評価申請費などを含む。）
工事検査に必要な光熱水費（発電機運転試験燃料など）
発電装置燃料は主燃料槽及び燃料小出槽共満油にて引渡しとする。

完成時の
提出図書

　 　金属管の塗装

屋上躯体埋込配管は行わず、露出配管方式，ケーブルラック方式等により、
施工する。

２

耐火ケーブルをケーブルラックにより布設する部分は、ケーブルラックの

全箇所
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上

EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上
EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上
EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上

10Ω以下

10Ω以下
100Ω以下
10Ω以下

10Ω以下
10Ω以下

100Ω以下

A,C,D

A

B

EC

ED

ELH

Et

EO

提出する。

（ａ）構造体利用とした接地極、環状接地極、網状接地極又は基礎接地極の場合に

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第２編　電気設備工事特記事項

１　電線類

一般電線、一般ケーブル

(第2編 1.1.1) 

ＥＭ電線、ＥＭケーブル（但し規格されてないものは除く）

２　電線保護物類

（ａ）金属管及び附属品
屋外及び床ピット等の配管は、厚鋼電線管（溶融亜鉛めっき）を
使用する。

（ｂ）PF管及び附属品
躯体打ち込み配管のサイズは、最大（ＰＦ２２）までとする。

（ｃ）金属製可とう電線管及び附属品
電動機接続部分及びエキスパンション等に使用する。
また、水廻りや湿気がある場所はビニル被覆付とする。

（ｄ）プルボックス

鋼板製
屋内設置

ステンレス鋼板製 合成樹脂製

溶融亜鉛めっき鋼板製
床下、ピット内等湿気、水気の多い場所

ステンレス鋼板製 合成樹脂製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外設置

ステンレス鋼板製 合成樹脂製
（ｅ）金属ダクト

鋼板製
屋内設置

溶融亜鉛めっき鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外設置

ステンレス鋼板製
（ｆ）金属トラフ

鋼板製
屋内形

溶融亜鉛めっき鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外形

ステンレス鋼板製
（ｇ）ケーブルラック

メラミン樹脂焼付塗装
屋内設置

溶融亜鉛めっき鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
床下、ピット内等湿気、水気の多い場所

ステンレス鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外設置

ステンレス鋼板製

屋外形は、屋根形としメンテナンス時にカバー上部に乗ることができる
保護カバー

タイプとする。
（ｈ）防火区画等の貫通部に用いる材料

防火区画貫通処理は、国土交通大臣認定品を使用する。

３　配線器具

（ａ）コンセント
コンセントの渡り配線は、コンセントの送り端子は使用不可とし、配線接続
によるものとする。

４　照明器具

（ａ）構造一般

ＪＩＬ１００３「照明用ポール強度計算基準」を満足するものとする。
照明用ポール

基礎は本工事とし、標準図第２編「電力設備工事（電力62）」による。
屋外灯基礎

ＪＩＬ１００３「照明用ポール強度計算基準」を満足するものとする。
（ｂ）光源

現用数の５％、ランプ種別毎に最低１個（ＬＥＤ除く）を納入する。
ランプの予備品

(第6編 1.1.1) 
［追加］

(第2編 1.2.1
 ～ 1.2.5) 

［追加］

(第6編 1.2.1
 ～ 1.2.3) 

(第2編 1.3.1) 
［追加］

(第2編 1.4.1) 

［追加］

（ａ）電線種別

（ｂ）線名札(第2編 2.1.1) 
［追加］

（ｂ）ボックス類の用途表示
ジャンクションボックス、プルボックス等には、用途表示を行う。

(第2編 2.2.7) 

1.4.3
機材の
搬入

電気機材の搬入について、手順や安全対策、資格者の確認等を記載した
搬入計画書を作成し、監理者の確認を受けること。また搬入後速やかに
搬入報告書を監理者に提出すること。【追加】

幹線の各盤への立下げは、図示が無い場合はケーブルラックによる。

電動機接続部は、ケーブルサイズが電動機端子台より大きくなる場合は、

分電盤2次側のケーブルは、電源種別毎（一般、非常、保安）に色分け

接地線は用途毎に色分けを行う。

コンセントは、電源種別毎（一般：白　非常：赤　保安：茶　UPS：緑）

コンセントプレートには、盤名称及び回路番号を表記する。表記場所は、

システム天井のブランクパネル(指定色)は本工事とし、スピーカーや

間接照明やコーニス照明は、照度調整用に調光器具とし、位相制御

屋上に布設のケーブルラック及び配管は、筋交いなどの耐震措置を行い
躯体に堅牢に支持する。

プルボックスによる施工とする。

布設するときは、相互が接触しないように隔壁を取り付ける。
同一のボックスやハンドホール、OAフロア内に電力線及び弱電流線を

幹線（電力ケーブルおよび通信ケーブル）は、両端末部分、分岐部分、
シャフト内に線名札を設け、幹線名称・ケーブル種別・経路・施工年・
施工者を明記した表示を行う。表示の方法は耐候性に優れたものと

（ｃ）色区分

を行う。

透明地色に黒（一般系統）および赤（非常保安系統）とし、文字サイズは

に色分けを行う。

コンセントプレート枠上部もしくはプレート下部とする。表示方法は

４mm以上６mm以下とし監理者にサンプルを提出し承認を受ける。

（ｃ）システム天井

非常照明などの設置に伴う加工まで本工事とする。

 ～ 1.4.5) 

調光器を天井内に設置する。

（ａ）

上記に要する費用は、維持、運用費を含め受注者の負担とする。

上記のほかに（　10　）人程度が着席可能な会議室を設置。
上記のほか更衣室を設置する。（男女別　ロッカー３人用）
上記のほかトイレを設置する。

100㎡程度（机10、6人掛けテーブル4、書棚5，他）　
60㎡程度（机6、6人掛けテーブル2、書棚3，他）　
40㎡程度（机4、6人掛けテーブル1、書棚2，他）　
20㎡程度（机2、6人掛けテーブル1、書棚1，他）　

監理者事務所の設置

第２章　共通工事

第１節　仮設工事
2.1.1
一般事項

【追加】 建築工事に含む　
本工事で設ける場合は下記による

監理者事務所の規模（ａ）

　 　㎡程度（                              　　   ）　

（受注者等と共用で可）　

Wifi環境（無線LANにてインターネット接続が可能な設備）　
光回線等により、常時インターネット接続のできる環境とする。(単独引込）

IT環境設備に要する費用は、機器セット、インストール、維持、運用費
監理者事務所には、次のICT環境を備える

監理者用設計図書：A1判2つ折製本　　　　部、A3判2つ折製本　　　　部
各工事適用基準文書一式

　電話、A3版対応カラー複合機、シュレッダー、机及び脇机、書棚、

監理者事務所の備品等（ｂ）
監理者事務所には、照明・電力・給排水衛生・冷暖房等の設備を設け、
次の備品を含む。

　見本品棚、図面整理棚、予定表ホワイトボード、ホワイトボード、
　流し台、給茶設備、洗面設備、冷蔵庫、ゴミ箱、靴箱、壁掛け時計、
　温湿度計、消火器、雨かっぱ、防寒着（濃紺色）、キャップ（濃紺色）、
　ヘルメットホルダー、安全帯、安全靴、ゴム長靴、懐中電灯、

　６人掛け打合せテーブル、ワークテーブル、いす、衣類ロッカー、

　事務用品人数分一式（筆記用具、定規、三角スケール、コンベックス、

監理者事務所に必要な図書（ｃ）

　蛍光ペン、ホッチキス、穴あけパンチ、ハサミ、事務用ファイル）、
　検査に必要な器具

（ｄ）

を含め 一切受注者の負担とする。

1.6.1

OAフロア内のハーネス機器やブロックコンセントの台座、保護カバーも
本工事とする。

壁付押しボタン(身体障害者便所) 床上－中心 300

床上－中心
床上－中心

する。

　　　　OS：Windows 10 Pro 64bit版
　　　　グラフィック性能：AutoDesk社公認グラフィックボード搭載　
　　　　ディスプレイ：液晶（24インチワイド）
　　　　ドライブ：DVD-スーパーmulti
　　　　HDD容量：2TB以上
　　　　RAM容量：64GB以上
　　　　CPU性能：Core i7 3.5GHz以上同等品
CAD情報対応可能PC  1セット

MS PowerPoint、Adobe Acrobat
　　　　アプリケーション：ウイルスチェックソフト、MS Word、MS Excel
　　　　OS：Windows 10 Pro 64bit版 
　　　　ディスプレイ：液晶（19インチ以上）　
　　　　ドライブ：DVD-スーパーmulti
　　　　HDD容量：1.0TB以上 
　　　　RAM容量：8GB以上
　　　　CPU性能：Core i5 2.5GHz以上
OA情報対応可能PC 人数分

写真画像管理ソフト

　　　　アプリケーション：ウイルスチェックソフト、MS Word、MS Excel
MS PowerPoint、Adobe Acrobat、AutoCAD
写真画像管理ソフト

その他

機器名 備考

 ～ 2.2.8) 
(第6編 1.2.2）

［追加］



第３編　その他特記補足事項

１　結露対策

また、配管接続部はシリコン系コーキング材を充填し、空気の流通を抑える。

２　放射線防護措置

若しくは、その背面および側面に厚さ２mm以上の鉛により防護措置を行う。

３　気密性能確保

汚染空気の流入を防ぐため、防塵パッキン及びシール材充填により気密性を
確保する。

４　遮音性能確保

５　指定色塗装

９　改修工事

（ａ）再使用機材(改修　第1編 
取外し後、再使用する機材

図示による

（ｂ）事前調査
施工に先立ち、下記の事前調査を行い、監理者に提出する。

各変圧器の最大負荷容量

(改修　第1編 

電灯コンセント回路、配線及び負荷容量
電力制御盤回路の配線及び負荷容量
制御回路
地中埋設物

配線ルート

（ｃ）養生
（１）養生の範囲

機材搬入及び撤去機材搬出経路
改修工事後も使用する建築物、設備、備品等
監理者と協議による

昇降機 既設機器

（２）養成の方法
ビニールシート、合板等
他保管場所へ移動（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）既設機器 備品

（ｄ）撤去
（１）施工時間の指定

建築工事に準ずる
休日
土曜日

夜間（　　　時から　　　時まで）

（２）撤去前に内容物の回収を要する機器、配管等
発電設備燃料（燃料タンク、油配管、燃料槽等）
場外搬出適性処理 場内指定場所に保管

祭日
指定時間（　　　時から　　　時まで）

（３）撤去後の補修及び開口部等の補修
補修の必要な箇所は図示による

（４）穴開け及び補修
既存コンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けはダイヤモンド
カッターによる
貫通場所、口径は図示による

（ｅ）基礎工事
機器用基礎

新設 既設再利用
既設機器用基礎の補修

モルタル補修

照明器具

防塵塗装仕上げ

（ｆ）仮設間仕切り(改修　第1編 
 2.2.3) 建築工事で設置 本工事で設置

Ｃ種（単管下地を組み、全面シート張りを行う）

Ｂ種（軽量鉄骨材料により支柱を組み、片面に厚さ９ｍｍの合板張り

Ａ種（軽量鉄骨材料により支柱を組み、両面に厚さ９ｍｍの合板張り

　　　又は、厚さ９．５ｍｍ石こうボード張りにて行う）

　　　又は、厚さ９．５ｍｍ石こうボード張りを行い、内部にグラス
　　　ウール等充填を行う）

仮設間仕切りの片面塗装等の仕上げ（　　　　　　　　　　　　　　　）

アルミ製

要 不要

鉄製 木製合板張り

［追加］

［追加］

［追加］

［追加］

［追加］

［追加］

６　製造者名

納入する機器および製品は、原則として、表面に製造者名は表示しない。

 1.5.2)

 1.4.3)
結露の恐れがある部分に設置するボックスは、断熱カバーなどの結露対策を行う。

放射線使用室の壁に盤、ボックスなどを埋め込む場合、鉛入素材を用いる。

洗浄度ISOクラス７以下のクリーンルームに設ける機器、ボックス、電線管等は

軽量間仕切り壁に埋め込むボックス等の開口部には、壁材の遮音性能にあわせて

露出天井やメッシュ天井上部などに布設するケーブルやケーブルラックは指定色

下記機器類は、指定色塗装とする。対象エリアは図示による。

電算関連室に設置する材料や機器は、ウィスカ対策が施された材質のものとする。

遮音シートや遮音カバーなどにより、遮音対策を行う。

カバー取付けや指定色塗装を行う。

（ｇ）仮設間仕切りの種別

（ｈ）仮設間仕切りの仕上げ

（ｉ）仮設扉の種類

第４編　指定メーカーリスト

本工事で使用する材料の指定メーカーは下記とする。

各種プレート 非常照明
スピーカプレート誘導灯 監視カメラ
自動火災報知感知器映像音響機器

９　点検口

各点検口の裏面には、点検対象物の機器種類・番号などを記載する。

７　ウィスカ対策

ＯＡフロア内に収納している電源接続部や通信接続部をOAフロア床材表面にて

８　ＯＡフロアマーカー

認識出来るようにＯＡフロアマーカー等にて表示する。

５　防災用照明器具
(第2編 1.5.1
 ～ 1.5.4) （ａ）構造一般及び部品

予備電源別置型の非常用照明は、器具内の送り端子を使用する場合には
配線と同様に「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針2003年版」
の耐熱階級を満足すること。
上記により難い場合は、分岐ボックスを設置し端末配線処理を行う。

（ｂ）光源

現用数の５％、ランプ種別毎に最低１個（ＬＥＤ除く）を納入する。
ランプの予備品

６　分電盤、制御盤、開閉器箱、端子盤等
(第2編 1.8.1
 ～ 1.12.8) （ａ）キャビネット

鋼板製（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
屋内設置

指定色 標準色

溶融亜鉛めっき鋼板製
床下、ピット内等湿気、水気の多い場所

ステンレス鋼板製

［追加］

［追加］

(第6編 1.4.4
 ～ 1.4.7) 

一般仕様（               　　　　　　　　　　　　　　）
屋外設置

指定色 標準色
粉体塗装＋アクリル塗装　または電着塗装＋メラミン塗装以上

耐塩仕様（               　　　　　　　　　　　　　　）指定色 標準色
電着塗装　または亜鉛溶射（アクリル樹脂系塗装）

重耐塩仕様（               　　　　　　　　　　　　　）指定色 標準色
亜鉛溶射（アクリル樹脂系塗装）

溶融亜鉛めっき鋼板製
ステンレス鋼板製

（ｂ）導電部

（ｃ）機具類
単相３線式電路に設ける４００Ａ以下の配線用遮断器は、中性線欠相保護
機能付とする。なお、過電圧検出リード線の接続点は盤内の中性極導体の
末端に近い箇所とする。
電磁接触器は、図示なき場合瞬時励磁式とする。

７ 外線材料
(第2編 1.18.1
 ～ 1.18.7) （ａ）マンホール、ハンドホール及び埋設標

現場打ち
マンホール、ハンドホール

ブロック式
鉄ふた 化粧用鉄ふた

コンクリート製
埋設標

鉄製

８　端子盤
(第6編 1.4.1
 ～ 1.4.7) （ａ）端子類

端子板は実装とし、仕様は下記とする。
電話用端子板（　　　　　）Ｇ形 、拡声用（　　　　　）、インターホン（　　　　　)Ｄ形 Ｄ形
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）Ｂ形 Ｄ形 Ｅ形 Ｆ形 Ｇ形

（ｂ）ＵＴＰパッチパネルの形式は下記とする。
ブロック形 モジュラ形（ ＰｏＥ機能無し ＰｏＥ機能付）

（ｃ）通信用ＳＰＤ　※性能は共仕による
カテゴリＣ２　（盤内機器：建物内雷サージ対応）
カテゴリＤ１　（引込み口：直撃雷対応）

［追加］

［読替］

幹線はすべて端子台受けとし、幹線表示を行う。

端子盤には、該当箇所を明記した系統図を納入する。
通信配線は、両端末にマークチューブにより配線アドレス表示を行う。
情報通信用配線は、クローズ型19インチラックとパッチパネルを納品し、

中央管理室等に設ける総合盤は指定色とし、盤内に機器製作図（A4版）

実験盤は分岐回路毎に、負荷接続端子台及び接地線を接続する端子台
を設ける。

（ｄ）施工

ケーブル試験まで本工事とする。

を収納できる棚を設ける。

コンクリート充填



50kVA※工事範囲：既設アクティブフィルター盤　４面の撤去処分・更新のみを行う。 50kVA 50kVA 50kVA



４

４

４

４

４

正面図 右側面図

アクティブフィルター盤（×４面　共通）

外形図　　　S=1/20

２階　電気室内配置図　　1/50


